
新型コロナウイルス感染症第１波の際には多くの県民からの問い合わせで保健所や相談窓口である県民サ

ポートセンターの電話が大変つながりにくい状況でしたが、現在の応答率は 93％になっています。 

例年であればインフルエンザの流行時期ですが、今年は新型コロナの感染を自身で判断できないため、

県では住み慣れた地域でインフルエンザと新型コロナの両方を診察・検査できる地域の医療機関を公表して

います。全国では埼玉県と高知県の 2県のみが地域の医療機関を公表しています。 
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＊他の患者と接触しないように専用の時間を設けていますので受診の際には必ず電話予約して下さい。 

＊検査は医師が必要と認めた場合に限り、郡市医師会のＰＣＲセンターでおこなう場合もあります。 

 

 

 

   医療機関名（五十音順） 連絡先 住所 診察と検査対象 小児対応 

赤見台整形外科・内科クリニック 595-1100 赤見台 4－23－7 かかりつけ患者のみ 無 

大塚医院 541-0932 本町 2－6－4 かかりつけ患者のみ 無 

北鴻巣クリニック 596-1423 八幡田 531 かかりつけ患者のみ 有 

こうのす共生病院 541-1131 本町 6－5－18 かかりつけ患者のみ 無 

鴻巣外科胃腸科 543-7770 鴻巣 1195－1 かかりつけ患者のみ 無 

済生会 鴻巣病院 596-2221 八幡田 849 かかりつけ患者のみ 無 

小室クリニック 541-0020 加美 1－3－48 初診でも可 有 

埼玉脳神経外科病院 541-2800 上谷 664－1 かかりつけ患者のみ 無 

佐野医院 541-2800 小松 1－3－29 かかりつけ患者のみ 無 

高橋胃腸科医院 542-5018 人形 3－1－19 初診でも可 有 

たけうちクリニック 594-7701 本町 2－1－7 初診でも可 無 

中村医院 541-1331 本町 4－7－19 かかりつけ患者のみ 無 

なでしこメンタルクリニック 598-6600 本町 1－1－3エルミ 4階 かかりつけ患者のみ 無 

ひまわりこどもクリニック 544-5600 人形 4－6－25 ２階 初診でも可 有 

ふたむら内科クリニック 540-6635 天神 4－5－74 かかりつけ患者のみ 無 

プライムクリニック 543-8888 人形 4－6－25 初診でも可 有 

ヘリオス会病院 569-3111 広田 824－1 初診でも可 有 

宮坂医院 569-0100 屈巣 3843 かかりつけ患者のみ 無 

山口内科クリニック 541-0215 本町 4－1－11 かかりつけ患者のみ 無 

山田ハートクリニック 540-4180 鴻巣 325－2 かかりつけ患者のみ 無 

若山耳鼻咽喉科クリニック 541-0208 本町 3－10－16 かかりつけ患者のみ 無 

わたまクリニック 541-5766 加美 1－6－46 かかりつけ患者のみ 無 
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受診先の確認・受診に迷ったら０４８－７６２－８０２６（埼玉県受診・相談センター）月～土 AM９～１７時３０分 

受診先の確認・一般的な質問  ０５７０－７８３－７７０  （県民サポートセンター） 24時間 年中無休 

急な病気やケガ  ＃７１１９または０４８－８２４－４１９９ （埼玉県救急電話相談） 24時間 年中無休 

 



プロフィール 

 私たちの会派「無所属県民会議」ではスマートフォンの急速な普及や 

高性能小型カメラによる盗撮行為の多発から埼玉県迷惑行為防止条例の 

一部を改正する条例案を提案しました。 

 現行の県迷惑行為防止条例は公共の場所や公共の乗り物以外の場所に 

おける迷惑行為が規制の対象外であったことから盗撮の規制範囲を拡大することが 

求められていました。 

 県内で発生した事案では、民間企業の女性更衣室に盗撮を目的としたカメラが設置されましたが、公共の

場所でなかったことから現行の条例には該当せず、またカメラを設置した者がその企業に勤める人物であった

ことから住居侵入罪でも処罰の対象にはなりませんでした。 

 そこで、私たちは今年 3 月から実態調査を開始、6 月にプロジェクトチームを立ち上げ、大学教授・弁護士・

被害者から意見を伺い、情報交換を重ねて条例改正案を検討して参りました。 

新たな改正は「県民生活」から県内への旅行者や就労者など「県民および滞在者の生活」に対象を拡

大し、写真機その他の機器を用いて人に差し向ける事前の行為も処罰の対象といたしました。 

罰則規定としては 6月以下の懲役または 50 万円以下の罰金から 1 年以下の懲役または 100 万円以下

の罰金に強化され、施行期日は令和 3年 4月 1日から適用されます。 

                   12月定例会中に開催された特別委員会は委員からの意見・提言を踏まえた対応状 

況や考え方について審査がおこなわれました。現在、無症状または軽症者については

原則ホテルで１０日間程度の宿泊療養となっていますが、感染者数の増大から宿泊施 

設の確保が急務となっています。（吹上地区のルートインが宿泊療養施設として追加） 

自宅療養者においては家庭内感染のリスクや災害時の対応、血中酸素を計測するパ 

ルスオキシメーターの確保、保健所との連絡体制や医師によるオンライン診察、容態

急変時における搬送体制など常に的確なマネジメントが大切になります。 

また、重要施策を提言する専門家会議の委員は県医師会長や感染症専門医など 6名全員が医療関係者であること

から、短縮営業による経済や雇用への影響を分析する経済分野の専門家を委員に加えることも必要だと感じます。 

 現在、大宮区・川口市・越谷市において酒類を提供する飲食店には特措法に基づく短縮営業の協力要請中ですが、

事業の再開と継続を目的とした中小企業・個人事業主支援金同様、その効果をしっかりと検証することが重要です。 

 

 

 

 

 

         埼玉県迷惑行為防止条例の一部が改正されました          

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 45年鴻巣市本町生まれ/鴻巣幼稚園/鴻巣東小学校/鴻巣中学校/埼玉栄高校（ｻｯｶｰ部）/亜細亜大学経済学部国際

関係学科卒/セントラルワシントン大学ＡＵＡＰ課程修了/鴻巣幼稚園保護者会副会長/鴻巣東小ＰＴＡ副会長/鴻巣市商工

会青年部第 31代部長/第 8回こうのす花火大会代表/鴻巣市消防団第 2分団員（23年目）/鴻巣市議会議員 2期/埼

玉県議会議員 2期目/企画財政委員/少子・高齢福祉社会対策特別委員/新型コロナウイルス感染症対策特別委員 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会は 2月議会まで継続 

 

現在、県内では多くの医療機関のご協力から 1,215床の病床確保（うち重症者病床１０７床）があります。 

また、病院の駐車場などに仮設専用医療施設１７６床の整備を早急に進めています。 

病床数の推移は病床使用率のピークであった４月２３日には確保病床数 300 に対して使用率は７４％で

したが、６月には陽性者の減少から確保病床数を２４０床に縮小するなど柔軟な調整をおこなっています。 

陽性率や感染者数の状況に応じて増床と確保を進めていますが、現在の確保病床数 1,215 床に対して

病床使用率は約５４％です。また、重症者病床の使用率は約３６％です。（12月１７日現在） 

＊病床数の推移 

～4月１６日 ～４月２３日 ～６月３日 ～９月２２日 ～１１月２９日 12月１５日～ 

２２５床 ３００床 ６０２床 ９７４床 1,015床 1,215床 

うち重症６０床 うち重症６０床 うち重症６０床 うち重症１０２床 うち重症１０５床 うち重症１０７床 

 

 

 埼玉県の病床確保の現状と推移 


